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第３６号議案  

   藤枝市議会議員の議員報酬及び期末手当の支給並びに費用弁償条例の一  

部を改正する条例  

藤枝市議会議員の議員報酬及び期末手当の支給並びに費用弁償条例（昭和 36 年藤

枝市条例第６号）の一部を次のように改正する。  

第４条第２項中「１００分の１７０」を「１００分の１６２．５」に改める。  

附  則  

（施行期日）  

１  この条例は、令和４年４月１日から施行する。  

（令和４年６月に支給する期末手当に関する特例措置）  

２  令和４年６月に支給する期末手当の額は、改正後の第４条第２項の規定にかか

わらず、同項の規定により算出される期末手当の額から、令和３年１２月に支給

された期末手当の額に１７０分の１５を乗じて得た額を減じた額とする。  
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第３７号議案  

   特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例  

 特別職の職員の給与に関する条例 (昭和 29年藤枝市条例第 18号 )の一部を次のよう

に改正する。  

第３条第２項中「１００分の２２５」を「１００分の２１７．５」に改める。  

附  則  

（施行期日）  

１  この条例は、令和４年４月１日から施行する。  

（令和４年６月に支給する期末手当に関する特例措置）  

２  令和４年６月に支給する期末手当の額は、改正後の第３条第２項の規定にかか

わらず、同項の規定により算出される期末手当の額から、令和３年１２月に支給

された期末手当の額に２２５分の１５を乗じて得た額を減じた額とする。  
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第３８号議案  

   藤枝市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例  

 藤枝市職員の給与に関する条例 (昭和 29年藤枝市条例第 20号 )の一部を次のように

改正する。  

第１７条第２項中「１００分の１２７．５」を「１００分の１２０」に改め、同

条第３項中「１００分の１２７．５」を「１００分の１２０」に、「１００分の７

２．５」を「１００分の６７．５」に改める。  

附  則  

（施行期日）  

１  この条例は、令和４年４月１日から施行する。  

（令和４年６月に支給する期末手当に関する特例措置）  

２  令和４年６月に支給する期末手当の額は、改正後の藤枝市職員の給与に関する

条例（以下この項において「給与条例」という｡）第１７条第２項（同条第３項

の規定により読み替えて適用する場合を含む。）、第４項から第６項まで（藤枝市

職員の育児休業等に関する条例（平成４年藤枝市条例第６号）第１５条の規定に

より読み替えて適用する場合を含む｡）又は第１９条第１項から第３項まで若し

くは第６項の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額

（以下この項において「基準額」という。）から、令和３年１２月に支給された

期末手当の額に、同月１日における次の各号に掲げる職員（給与条例の適用を受

ける者をいう。以下この項において同じ。）の区分ごとに、それぞれ当該各号に

定める割合を乗じて得た額を減じた額（以下この項において「調整額」という。）

とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支

給しない。  

⑴  再任用職員（地方公務員法（昭和 25年法律第 261号）第２８条の４第１項、第

２８条の５又は第２８条の６第１項若しくは第２項の規定により採用された

職員をいう。次号において同じ。）以外の職員  １２７．５分の１５  

⑵  再任用職員  ７２．５分の１０  
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第３９号議案  

藤枝市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正  

する条例   

藤枝市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令和元年藤枝市条例

第 16 号）の一部を次のように改正する。  

第５条第１項中「第３項を除く」を「第２項及び第３項を除く」に改め、同条中

第５項を第６項とし、同条第４項中「第３項を除く」を「第２項及び第３項を除く」

に改め、同項を同条第５項とし、同条第３項の次に次の１項を加える。  

４  期末手当の額は、期末手当基礎額に、１００分の１２０を乗じて得た額に、基

準日以前６か月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に

応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。  

⑴  ６か月  １００分の１００  

⑵  ５か月以上６か月未満  １００分の８０  

⑶  ３か月以上５か月未満  １００分の６０  

⑷  ３か月未満  １００分の３０  

第１７条第１項中「第３項を除く」を「第２項及び第３項を除く」に改め、同条

中第３項を第４項とし、同条第２項中「前項」を「第１項」に改め、同項を同条第

３項とし、同条第１項の次に次の１項を加える。  

２  第５条第４項の規定は、第１号会計年度任用職員について準用する。  

附  則  

 この条例は、令和４年４月１日から施行する。  
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第４０号議案  

藤枝市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例  

藤枝市消防団員等公務災害補償条例（昭和 41年藤枝市条例第 23号）の一部を次の

ように改正する。  

第３条第２項ただし書を削る。  

附  則  

この条例は、令和４年４月１日から施行する。  
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第４１号議案  

固定資産評価審査委員会委員の選任について  

 次の者を固定資産評価審査委員会委員に選任したいので、地方税法（昭和 25 年  

法律第 226 号）第４２３条第３項の規定により議会の同意を求める。  

 

記  

 

住  所   ＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠  

 

氏  名   横  山  吉  孝  

 

＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠  
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第４２号議案  

監査委員の選任について  

 次の者を監査委員に選任したいので、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第１

９６条第１項の規定により議会の同意を求める。  

 

記  

 

住  所   ｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐ  

 

氏  名   鈴  木  正  和  

 

     ｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐ  
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令和４年藤枝市議会定例会２月定例月議会（追加） 

議案提案理由書（第３６号議案～第４２号議案） 
 

 

第３６号議案～第３８号議案  

令和３年８月１０日付けの人事院勧告に準じて国家公務員に対する給与の改定措

置が行われることに伴い、本市の市議会議員、特別職の職員及び一般職の職員の期

末手当をそれぞれ改定するものであります。  

 

第３９号議案  

令和３年１０月１４日付けの静岡県人事委員会勧告に準じ、会計年度任用職員の  

期末手当を改定するものであります。  

 

第４０号議案  

消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律の一部改正に伴い、消防団員  

等に係る傷病補償年金等を受ける権利を担保として提供することができる例外規定

を削るものであります。  

 

第４１号議案  

 本市固定資産評価審査委員会委員である  横  山  吉  孝  氏は、令和４年３月３１日  

をもって任期満了となりますが、引き続き適任と認め選任したいので、地方税法第  

４２３条第３項の規定により、議会の同意を求めるものであります。  

 

第４２号議案  

本市監査委員である  鈴  木  正  和  氏は、令和４年３月３１日をもって任期満了と

なりますが、引き続き適任と認め選任したいので、地方自治法第１９６条第１項の

規定により、議会の同意を求めるものであります。  

 


